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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月25日(2014.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信回路に接続される受信フィルタと、送信回路に接続される送信フィルタと、アンテ
ナに接続されると共に前記受信フィルタ及び前記送信フィルタに接続された分岐回路とを
有するアンテナ共用器において、
　前記受信フィルタと前記送信フィルタと前記分岐回路を平面線路で構成し、
　前記受信フィルタと前記受信回路とを接続する伝送線路、前記送信フィルタと前記送信
回路とを接続する伝送線路及び前記分岐回路と前記アンテナとを接続する伝送線路をそれ
ぞれ導波管で構成し、
　前記受信フィルタ、前記送信フィルタ及び前記分岐回路とそれぞれ対応する伝送線路と
の間に平面線路－導波管変換器を接続したことを特徴とするアンテナ共用器。
【請求項２】
　前記導波管は、前記受信フィルタ、前記送信フィルタ及び前記分岐回路が形成された基
板が設置される第１の台座と、前記第１の台座と接続される第２の台座とによって形成さ
れていることを特徴とする、請求項１記載のアンテナ共用器。
【請求項３】
　前記基板が導波管口を有する金属板を介して前記第１の台座に接合されていることを特
徴とする、請求項２記載のアンテナ共用器。
【請求項４】
　前記第２の台座は前記導波管を構成する導波管溝を有し、前記導波管溝の端部には少な
くとも１段のステップ形状の整合用素子が形成されていることを特徴とする、請求項２又
は請求項３記載のアンテナ共用器。
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【請求項５】
　前記第２の台座は前記導波管を構成する導波管溝を有し、前記導波管溝の端部には傾斜
面形状の整合用素子が形成されていることを特徴とする、請求項２又は請求項３記載のア
ンテナ共用器。


	header
	written-amendment

